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アンダー ライン ・取消線 は前回検討会議(8/3） か らの変更箇所

1作 成の 目的

本 基本計画は、 「知床半島中央部地区」(知 床単島先端 部地 区以外 の国立公園内の地区。

以下、 「中央部地 区」 とい う。)に おいて、本地区の良好 な 自然景観 と多様 な生態系を適正

に保 全 しつつ 、利用者 に よ り良い自然 体験 を提供 し、 さらによ り良い形で後世 に引 き継 ぐ

ため、「あるべき姿(基 本方針及び利用区分別取 り扱い方針)」 や 「守 るべき利用ル ール(利

用 のコン トロール及び利 用の心得)」、 階 理運営」等を定め ることによ り、利 用の適正化

を図 るこ とを目的 とす る。

知床国立公園 においては、本公 園の望ま しい保護 と利 用のあ り方(利 用の適正化)に つ

いて、平成13年 度か ら学識経験者 、地域関係団体及び 関係行政機 関で構成す る検討会議

に より、検討が開始 された。

平成13年 度の基本構想 では、

○基本思想

知床国立公園の利用に当たっては、ヒグマに よって象徴 され る知床の 自然 に対す る 「謙

虚 さ」 と 「畏怖 ・畏敬の念」 を根底 とした 『ヒグマの棲家にお じゃます る』

○それ を踏 まえた前提

「知床な らではの原始性 の高い 自然景観 と豊 かな野生生物 によって形成 され る多様な

生態系の持続的な保全1

○基本方針

「原始的な 自然 の地域において、一定のルール の下での 自然体験機会の適 正な提供 と

持続的な利用 を図 る。」

と して利用 の適正化 の実現のため、各地区 ごとに基本計画 を作成 してい くこ と等の提案が

示 された。

また、平成16年1月 に策定 され た 「知床世界 自然遺産候補地管理計画」 においては、

「世界的にもたぐいまれ な生態系や景観 を有す る知床 の 自然環境 を人類 共有 の資産 と位置

付 け、よ り良い形で後世に引き継 いでい くものとす る。」 とされ ている。

これ らを踏 まえて、「中央部地区利用適正化基本計画」 を作成す るものである。

2背 景

(1)取 り組み経緯

1中央部地区」 は、知床半島のほぼ中央部 を占め、羅 臼岳(1,661m)を 主峰 として、知

西別岳(1,317m)、 知円別岳(1,544m)笠 欝 北東 に連 なる火 山性の脊梁山脈が海食崖や

滝 を形成 して直接海 に落 ち込み、厳 しい地形 を呈 している。

植生の主体は、 トドマ ツ、エ ゾマツ、 ミズナラ等鍵 の針広混交林 が山麓部を広 く被 っ

てお り、稜線付近 は、ハイマツ、キバナ シャクナゲ、エゾ コザ クラ等 の高山植物群落 も見

られる。比較的低標 高で高由植物が出現す ることや狭い面積で多様 な垂直分布 が見 られ る

ことが特徴 で、その殆 どが人手の力日わ らない原生状態である。
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3対 象区域

「中央部地区」は、 「知床 半島先端部地区」以外の知床国立公 園内の地 区であ り、概ね次

の範 囲を検討対象 区域 とす る。(別 添 「図1区 域概念図」の範囲)

・沿岸部:羅 臼側=ル サか ら相泊一帯

:斜 里側=ホ ロベ ツか ら知床 大橋一帯

・山岳部:知 円別岳か ら硫黄山一帯

なお、 「中央 部地 区」 の検討 に際 して は、利 用の現況 と地理 的なま とま りによ り、以下

の4地 域 に分けて検討す る。

第Ⅰ 地域(知 床連山地域)

公園計画歩道(登 由道)の 各登 山口(羅 霞温泉、岩尾別 温泉 、カムイ ワッカ)及 び登

山道周辺、並び に稜線か ら山麓部にか けての他地域に含 まれない地域。

第Ⅱ地 域(ホ ロベ ツ ・知床五湖 ・カムイワ ッカ ・羅臼湖 ・知床横断道路沿線地域)

ホ ロベツ国立公園境界 か ら知床大橋 まで及び岩尾別温泉までの公園計画車道沿線、並

び に車道沿線 か ら海側 の地域。

ホ ロベツ道道分岐か ら羅 臼温泉 までの公園計画車道(知 床横 断道路)沿 線(羅 臼集 団

施設地区含む)及 び公園計画歩道(羅 臼湖 歩道)沿 線の地城。

第Ⅲ 地域(知 西別岳 及びその周辺地域)

知西別岳及びその周辺一帯の国立公園援 地域。

第Ⅳ 地域(ル サ～相泊間の道路沿線地域)

ル サ地 区、公園計画車道(道 道ル サ相泊線)、 河 口部(ル サ川 ・オ シ ョロ ッコ川 ・相

泊川)の 地域
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4基 本 方針

「中央部地 区」 では、平成13年 度 の1知 床国立公園適 正利用基本構想」 の考 え方及 び

「知床 世界 自然遣 産候補地管理計 画」 の内容 を踏 まえ、当該地区の特性に応 じて、以下の

事項を基本方針 として利用の適 正化 を進める。

① 自然の適正 な利 用

○ 生態系の多様性 を将来にわた り保全す る事を前提 として、観 光 ・自然探勝 ・釣 り等

の利用 は、 自然環境に支障 を及 ぼす ことの ない よう、「中央部地区」の良好な 自然 に

ふ さわ しい 「利用ルール 」づ く りを行 い、必要に応 じて一定の捌限 を設 ける。

○ 過度な利用の集 中に伴 う問題 が生 じない よ う、国立公園外 も含 めた 自然や 文化 に関わ

る地域資源 の活用、利用情報や利用プ ログラムの提供笠欝 、利用の分散 、利 用の適

正 な誘導を図る。なお、地域 に内在す る公園利用資源 の有効な活用等擬 にっい

て、地元関係団体等 ときめ細かな情報 の交換 と連携 を図るもの とす る。

○ ヒグマの高密度生息地であるとともに厳 しい気象条件 が存在する地域で もあるため、

利 用者 に事故防止のた めの情 報提供 ・注意喚起等 を行 うとともに、 自己責任意識の普

及 ・啓発 を行 う。

○ 関係機 関が連携 ・協力 し、 自然環境や野 生動物及び利用状況についてのモニ タ リン

グを継続的 に行 い、適切 な対策を講 じる。

② 自動車利用

○ 自動車利用適正化対策について、匿 に実施 され ている地区については、その適正化

対策 の効果 を検証す るとともに、地元関係盤 者 等の意見を幅広 く聞き…層の充実を

図る。 また、その他地 区について もシャ トル バスの運行笠轄 に よる利 用の適正化や

低公害 車の導入等、望ま しい交通システ ム推進の検討 を行 う。

○ ハ イマ ツを含 む高山帯 を通過 している知床横 断道路では、利用 に伴 う自然環境への

影響 を最小限に止めるため、知床峠 を除き通過利用 を原則 とし、道路上での規制 を引

き続 き実施す る とともに、景観 に配慮 した適切 な維持管理 を行 う。

O--mf生 生物へ の餌や り禁止、衝 突な どの交通 事故防止笠鞍

ど 野生生物 の生態への悪影響 を防 ぐための 「利用ルール!づ くりを行い、注意喚起、

普及 ・啓発 を行 う。

③ 登山 ・トレッキング

○ 利 用に伴 う自然環境への悪影響や ヒグマの行動形態等 を把握 し、 自然 環境 の保全や

ヒグマ との軋櫟 を避 けるた め、必要 に応 じて利燭 の1嗣限(歩 道σ).一・時 閉鎖、利用 区

域 ・期間 の限定等)笠 鍵 の 「利用ルール 」づ く りを行 い、注意喚起 、普及 ・啓発

を行 う。

○ 植 生の保護や 登山者 の危険防止に配慮 した適切 な施設整備 と維 持管理 を行 う。

○ 野営に当たっての 自然環境保 全や安全対策等 に関す る 「利用ルール」づ くりを行 い、

注意 喚起、普及 ・啓発 を行 う。

○ 登 山道周辺 の入 り込み が考 え られ る地域 におい ては、巡視 等の機会 を活用 し、人の

利用 に伴 う植 生及び土壌 への影響 をモニ タ リングす る。
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④ 冬期 の レク リエーシ ョン利用

○ 冬期 は特 に厳 しい気象条件 下におかれ る とともに、積雪に よ りアクセ ス手段や利用

形態 も他 の時期 とは異 なるため、遭難防止対策や雪崩等 の危険区域 の周知笠鍵 、他

の時期 とは別 の 「利用ル ール 」づ くりを行い 、注意喚起、普及 ・啓発 に よ り利用者

の事故防止 に努める。

○ 希少鳥類の繁殖活動や その他野 生動物 の越冬行動等 に悪影響等 が生 じないた めの

「利用ルール 」づ くりを行 い、注意 喚起 、事瀞 普及 ・啓発 を行 う。

⑤ 施設整備 、維持 ・補修

○ 質 の高い 自然体験が可能 とな るよ う、多様 なニーズや利 用形態 を考慮 して、必要な

施設整備、維持 ・補修 を行 う。

○ 国立公園入 口部及び利用 拠点については、国立公園 に相応 しい環境 づ くり、環境改

善を進 める。

○ 利用適正化 の取 り組 みを効果的 に進 めてい くため、公園内外の各種利用施設、情報

提供施設 問の機 能分担、連携 について検討 を行 い離 、情 報提 供、普及 ・啓発

の拠点機能 の充実を図 る。

⑥ 地域 ・関係 団体 との連携

○ 利 用の適 正化 を推進す るため、関係 す る機 関 ・地域 ・団体笠鍵 が連携 を強化 し、

管理運営、情報提供 、普及 ・啓発等を行 う推一 。

なお、 「利用ル ール 」 とは、本基本 計画の 「6利 用の コン トロール」及び 「7替 利用

の心得」 を指す もので ある。

「利用の コン トロール」 は、地域毎 の具体的な利用のあ り方 を踏まえて利用の方法に一定

の誘導或いは制 限を行 うものである。 「利用 の心得 」は、「利用の コン トロール」の内容 を

踏 まえ、利 用者 が立 ち入 る際に 自然保護や安全の確保笠絆 の観点 か ら留意すべ き事項や

禁止事項について定め るものである。
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図-1各 地域 ・エ リア別取 り扱い方針検討のプロセス

【前提条件】 ○ 知床国立公園適正利用基本構想(平 成13年 度)

○ 知床世界 自然遺産候補地管理計画(平 成16年1月)

○ 利用適正化基本計画<中 央部地区〉
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(2)各 エ リァの 「自然体験利用 タイ プ」 の設 定分類

各エ リア毎に、糊 自然条件(『 保護 ・規制計画』及び 『自然環境:景 観 ・原 始性』

の現況)、 立地条件(『 物的環境:改 変の程度 ・ア クセス難易度』)及 び利用の現況(『 祉会

的環境:利 用密度 ・利 用形 態』及 び 解管理環境:施 設整備 ・惰報提供 ・解説 ・ガイ ド』の

現況)瞭 か ら現状 を評価 ・分析 し、WWA～Dの4つ の=1=・e}X=e「 自然体験

網 タイプ」 に分類 した。i_"'一 。

また、各エ リア毎 に自然 条件 ・立地条件 」、 憩 にふ さわ しい望 ま しい利用

のあ り方(理 想的な姿)を 検討 し、現状の 「自然体験利翔汐 イブ」 と同 じくA～Dの 翻

e駒 然 体験糊 タイプ」 に分類 した。 さらに、 「自然 体験糊 タイプ」の うち、B及 び

Cに ついては利用密度 の高低 によ り細分化 し、各エ リアの 「自然体験締 タイプ]を 以下

の とお り設 定 した。一
(【別添 一1】「自然 体験利用 タイプ」の分類設定及 び各エ リアへの当てはめ手順 参照)

A:原 生的 な 自然環境 が保 たれ てお り、利 用施設 は存在せ ず、利用密度 は低 い。

B:原 生的 な 自然環境 が保 たれ てお り、最小 限 の利用 施設 が整備 されて い る。

一① 利用密度 は比較的 低い
。

一②利用密 度 は比 較的 高い
。

C:自 然環境 が保 たれ てお り、未 舗装車道 等が整備 され一般利 用が行 われ てい る。

一①利 用密度 は比較的低 い
。

一②利用密 度 は比 較的高 い
。

D:原 始性 は低 く、舗 装 車道や利 用施設 が多 く整備 され てお り、利用 密度 は比較

的 高い。
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表1知 床半島中央部地区のエ リア別 「基本的 な方向性」の検討表

地

域 エ リア区分一

現状の

タイプ

理 想 の

タイ プ

儲

基本的な方向性

結

基本的

方向性

の区分

第

-

地

域

知

床

連

山

地

域

〔登山道沿線]

1岩 尾別温泉～羅 醸岳 B一 ②一 B一 ①一
・ノ.鑑吠 ワ タ 羊≠ を 衆 持 ピ、 登 山 利 用 の .ロ ー1一

適 正 化 の た め に 、 誉 要1一旛6雫 登 山 口 の ≠

利用と合わせエ利用ルールを検討す る。

2羅 臼温泉～羅臼岳 B一 ①一 B一 ①一
・1の 岩尾別温泉～羅臼岳の利用の分散 イ ー3

化のため、利用の推進を検討する。

一

3カ ムイワツカ～ 硫 黄 山 B①一 B①一 ・現状のタイプを保持 し、必要に応 じて イ ー1
}

利 用 ル ー ル を検 討 す る。

4知 床連山縦走線 B一 ①一 B一 ①一
・現 状 の タ イ プ を 保 持 し、植 生 へ の 影 響 イ ー2

の緩和措置を検討する。

一

[登山道以外]

5登 山道以外

(河川利用 ・森林利用)

A A ・現状 のタイプを保持 し、 自然環境への

影響が懸念されないよ う、利用ルール を

検討する。
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第

H

地

域

ポ

ロ

ベ

ツ

・

知

床 ・

五

湖

・

カ

ム

[ホ ロベ ツ ・岩 尾 別 ・知

床五湖]

6ホ ロベ ツ 園 地 C②　 C一 ②一
・現状溌のタイプを保持 し、情報提供機

能の充実と五湖の利用分散等の新たな フ

ィール ドの開発を検討する。

イ ー3一

7幌 別 ・岩尾別川醸 C一 ②一 C一 ①一
・釣 りの マ ナ ー や 魚 類 資 源 保 護 の た め 、 ロ ー1

清報提供等利用適正化の措置を図る。 ≠

8車 道沿線(五 湖まで) D D ・現状挽 のタイプを保持す るが、渋滞聖 イ ー2一

.ヒグマ対策も考慮し、一 自動

車利用適正化等を検討する。

9町 道岩尾別温泉道路捨

線

D D イ ー2・現猛挽のタイプを保持するが、渋滞聖

.ヒグマ対策も考慮 し、一 自動

車利用適正化等を検討する。

}

10ホ ロベ ツ ・岩 尾 別 台

地(海 崖 周 辺)

A A ・現状滉のタイプを保持するが、五湖の イ ー3一

利 用分散等のため、譜 要1き旛 柱寺利用ル

一

一14一



5-2各 地域 ・エ リア別取 り扱い方針

各地域 ・エ リア別の基輔 な取 り扱い方針を以下の とお りとす る。

な お 、各 地域 の 「現 況 」(自 然 環 境 、利 用状 況 、公 園 計 画 ・公 園管 理 計画 、保 護 ・管理 状

況)及 び 「課題 ・問題 点gに つ い て は 【別 添 一2】 各 地域 の概 要 を参 照 の こ と。

(1） 第1地 域(知 床連 山地域)

(イ)基本方針

当該地域は、主峰 の羅 臼岳か ら活火 山の硫黄山まで、知床 半島の脊梁 が連 な り、山麓 ・

1」」腹 部は針広混交林 に覆われ、多 くの野生動物が生患 してい る。登 山道 沿いで も山麓の森

林か ら稜線 の高 山植物群落まで多様 な植生 の垂直分布 を見 ることがで き、多様 で優れた 自

然 を体験できる地域で ある。

しか しなが ら、一部登 山道の荒廃や複線化、 あるいは野営地等 にお ける植生への悪影響

が見 られ、また 、 し尿処理 の検討や ヒグマ対策の充実が求め られてい る。

従 って、以下の方針によ り原 生的 な自然環境 の保全 を図る とともに、利用者が この優れ

た 自然を持続的 に体験 できるフィール ドとす る。

(ロ)登山道沿線 の共通方針

〇 原生的な自然環境の下で、比較的高度な登 山体験を鍵供するものとし、ルートごとに萱理

レベルを検討 し、当該地の 自然環境及 び 自然体験 の質 に見合った管理(維 持 ・補修i欝

修復)を 行うものとし、な お、利用の快適性向上を 目指 した一 登 山道整構璽 萱

理嶺 は行わない もの とす る。

○ 今 後、利用 による自然環境への著しい悪影響が懸念される場合 には、利用の分散化への

誘導等鍵 必要に応じて一 定の 「利用ル ール 」の下でのコントロールされた利用璽を検討

を行う嚇 。

○ 登 山利用に当たっては、基本 的には登山者 自身の経験と技術・装備 に基づいて自己物断

と自己責任によることが原則である。

○ 登 山利用状況 と登山道や周辺植 生の荒廃状況等の把握

入 山カ ウンターや入 山簿に より、方 向別登慮者 数、山行 日数、利用経路及び野営地

等の利用状況並びに登山道 と周辺植生の荒廃状況について継続的な把握 を行 う。

なお、道道知床公 園線が平成17年 か ら概ね5年 間にわた りカムイ ワッカでの道路

工事に よる車 両規制が行 われ、登 山利 用にも影響 が予想 され るので、登 山道沿線 の植

生変化のモニタ リングや登 山利用状況の把握 を行 う。

○ 登山道沿線修復手法の調査 ・検討

知床連 山地域 では、環境省や林野庁 による登 山道の維持 ・補修 が行われて いるが、

登山道 の複線化や植生の衰退化が見 られ る場所 がある。 このため、登 山道 の維持 ・

補修、野営地 の周辺等についてその修復手法盈を調査 ・検討を行 うr榛 。

○ 野営地の検討

羅 臼平、三 ツ峰や二つ池の野営地には、 ロー プによる区画確定がな されているが、
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(ハ)エ リア別ルート の取 り扱い方針

①岩尾別温泉～羅臼平～羅臼岳

現状のタイプ

岩尾別温泉 ～羅 臼岳B一 ②B一 ①

O登 山利 用の想定

連 山登山道のうち最も利用されているルートである。利用者 は、登由経験があり、必要な装

備の判 断ができ、自らの経験 ・技術 に合わせて、知床の 自然景観を楽しむことや、羅 臼岳登

頂 の満 足感 ・達成感を得ることを霞的とした登山者(中 級、中級以上の指導者が同伴する初

級癖者)の 利用を想定する。

○ 維持 ・補修

既 存施設 の破損箇所等 の修復 、登山道 の浸食等の発生 ・拡大を防ぐための修復整備及

び登 山道沿線の植生保護 のための立入防止ロープ柵の設置等張禦 の維 持管理を行う。

○ 巡視等

登山シーズンには定期的な巡視 を行い、現 況の把握と利用適正化に関する普及 ・啓発を

行うとともに、施設や登 山道の破損等を把握し、必要な対策を講じる。

②羅臼温泉～羅臼平～羅臼岳

現状 のタイプ 基本的方向性

羅 臼温泉～羅臼岳B一 ①B一 ①

○ 登 山利用 の想定

1$の ルートに比べ 、行程が長く利用度が低いルートであることから、十分な体力と登山経

験があり、必要な装備 等の判 断ができ、自らの経験 ・妓術に合わせて、知床の原始的な雰 囲

気を体験し、羅臼岳登頂の満足感 ・達成感を得ることを目的とした登山者(中 級以上)の 利用

を想定する。岩尾別 コースへの利用集 中の緩禾口のために、本コースの利用を推奨する。

○ 維持 ・補修

登山道 沿線周≒邊の植 生保護のための措 置及 び登 山道の浸食等の発生 ・拡大を防ぐため

の最小限の修復整備を行う。

○ 巡視等

特 に残雪期をはじめ登 山シーズン前後 に定期的な巡視を行い、現況の把握と利用適正化

に関する普及 ・啓発 を行う。また、登 山者からの情報提供 による危 険箇所の情報収集等 によ
"関係機 関と連務して必要な対策を講じる

。特に残雪期 において

は、関係機 関と連携 して誘導ロープ柵の設置等鍵 必要な対策を講じる。
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（ハ）登山道以外の利用

登山道以外醐

○ 河川で の釣 りと沢登 り利用

利用施設 がない地域での利用で あ り、利用者 への ヒア リングや現地調査 によ り等 を

ル された利用 のを検討を行 うr播 。

○ 森林でのガイ ド引率による利用

適正 な利 用形態 の一つ にな り得 るものであるが、今後、利用が増加 する可能性 があ

り、 自然ガイ ド団体への ヒア リング等絆 利用実態 を把握 し、必要に応 じ、手法 、区

域等 を含 めた一定の 「利用ルール」 の下での コン トロール された利用のを検討 を行 う

赫 。
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(ロ)① ホ ロベ ツ ・岩尾 別 ・知 床 五 湖

ホ ロベ ツ ・岩尾別台地

(海崖周辺)

一

〇 ホロベツ會地は斜里側の圏立公園入 口部分に位 置し、情報発信及 び管理 ・調査の中心的

な施設 として「知床 自然センター」がある。ホロベ ツ台地 においては、利用の適正化のため、

より充実した情報の収集 ・発信 、普及 ・啓発の役割 と公園管理拠点機能を充 実させる。また、

岩尾別台塘 も含め、ホロベツ以奥の利用集 中緩 和のため、新たな魅力の有るフィール ド開発

を担う場所とする。

○ 情報提供、普及 。啓発機能の充実

ウ トロ地域 との機能連携 ・役割分担を整理 し、「知床 自然センター」の機 能 ・設備 、

運営 ・体制等の充実再整備等璽を検討 を行 う鴇 。

○ 利用の分散 ・新た な魅力有るフィール ド開発

知床 五湖 の利用集 中を緩和 させる ことや、 よ り知床の魅力 を利用者 に味わって もら

い、知床 を次世代 に引き継 ぐことの重要性 を理解 しても らうために、海岸 ・海崖 地(プ

レペの滝、男の涙等)、 ホ ロベ ツ台地 ・岩尾別舎 地 にお ける無施設のガイ ドルー トの

設定や ソフ ト事業 としてのガイ ドウオーク等のエ コツー リズムの推進 を図る。

○ しれ とこ100平 方 メー トル運動地

β本 のナ シ ョナル トラス ト運 動の先駆 けの一・つで ある当該 地では、 自然森 糠再生 の

事業が実施 されている。 ここでは運動参撫者 を対象 とした知床 自然教室等が開催 され

てお り、知床 の歴史や保護の重要性 を伝 える環境教育の場 として も効果が期待 され る。

当該地 では、斜里町において現在検討 中の トラス ト資産 と しての運動地 の公開の是非

やその手法に関す る検討結果 に従った管理を行 う。
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②知床五湖

○ 知床五湖は、知床国立公園の代表的な景勝 地で、年 間約50万 人が訪れる利用拠点である

と同時に、ヒグマの高密度な生息・行動 区域 となっており、利用者の安全管理が大きな課題と

なっている。また、ホロベツから五湖 に至る道道沿いは、ヒグマの出没に対する対策活動が最

○ 従来より、この知床五湖地域 に内在する課題 ・問題点である「利用の集 中」、「利用の安全

性 」及び 「利用環境 の質的 向上」の3項 目の解決について検討が進められ、既存の五湖周贋

歩道の対応について以下のような方向性(対 応策)で 検討が進められている。

○ 当該地区は次の二っの面が両立・調和した、知床 の中心的利用拠点とする。

*知 床五湖 本来 の原生的な自然 の持 続的な保全、及び国立公園ならではの質の高い 慮

然とのふれあい・公瞬利用サービスの提供。

*知 床五湖 が担 っている地域の観光産業 の維持及び一般利用者の安全性向上と安定的

な利用の提供。

O知 床五湖園地の再整備 と周回歩道 の利用 コン トロール手法の検討

知床五湖園地(駐 車場 、便所、売店)は 、混雑期間にお ける駐車場入 口や便所 の渋

滞 の緩湘対策及び情報提供、普及 ・啓発 、レクチャー等の機能(ミ ニ ビジ ター)の 整

既存周回歩道 は、一定の 「利用ルール 」の下でのコン トロール された利用璽を検討

を行 う播 。なお、 コン トロール手法(法 的 ・非法的ルール等)、 及 びガイ ドシステ

ム、安全管理等 の手法については関係機 関、関係団体等 と連携 ・協力 して検討 を行 う

拷 。

○ 望ま しい交通 システムの検討

全対策も課題 となっていることから、望 ま しい交通 システム(自 動車利用適正化対策)の

導入 について関係機関、関係 団体等 と連携 ・協力 して検討 を行 うr幡 。

○ 夜間の道路沿線 の利用 の集 中の対策検討

知床五湖 に至 る道路沿線 におけ る夜 間の星空や動物観 察のプ ログラム を行 う車輌台

数が飛躍的 に増加 しつっある。夜間の静寂な雰囲気 を維持 ・改善す るた め利用 のルー

ル作 りについて関係 団体等 と連携 ・協力 しての検討 を行 う。

○ 連携強化 による 「利用ルール」等の指導や普及 ・啓発方策の検討

当地域は、地元経済の一翼を担 う観 光 とも密接 に関連す ることか ら、利用者 への 「利

用ルール」等 の指導や普及 ・啓発等について、地域住民や関係 事業者、 関係 行政機 関

との連携や 協力 は不可欠で ある。 このため、これ ら関係者 との円滑な意思疎通や情報

伝達 を図 るため艀方策璽・を・検討 を行 う輔 。
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(ニ)④ 羅 臼湖 ・知床横 断道路沿線（公園計画車道）

○ 知床半島を東西に横断 して、利用拠点 である羅 臼温泉 とウ トロ温泉を結ぶ、 自動車に

よる主要 な観光利用動線 となっている。

○ 道 路利 用に伴 う自然環境への影響 を最小限に留 めるた め、知床陳 園地 を除 き通過利

用 を原則 とし、道路付帯駐 車場 の新設や既荏の拡張整備は原則 として認 めない もの と

す・.琳 鰯 購 潔 駒髄 醤 柴
○ 脅動毒 等誇利用者 に よる野生動物への餌や り等、野生動物 の生態への悪影響 を防 ぐ

ための 「利用ルール3づ く りとその普及 ・啓発 を行 う。

○ 「利用ルール」等 に関す る清報 につ いては、 ビジターセンターやホームペ ージでの

普及 ・啓発 のほか、標識設置、現地指導、バスガイ ド等 によ り普及啓発を図る。

1エ リア名 現状 のタイプ 理想の タイプ 基本的方向性

互 1自 然観察教育林 B一 ① B一 ① イ ー1

○ 知床 自然観察教育林に指定 され てお り、春先 か ら初夏にかけ雪解 け水でできる沼(ポ

ンホロ沼)や 幌別川沿いの滝 等が鑑賞できるエ リアで、簡易な遊歩道 が整備 され てい

る。現地には駐車場がなく、また、案内板等 も整備 されていないため、 自然ガイ ド引

率による利用 が中心であるが、知床 の森林に比較的容易 に触れ ることができるため、

今後利用が増加す る可能性 を有す るエ リアであ る。

○ 必要に応 じてアクセス手法や歩道整備 のあり方等について検討を行 う。

翻
18

エ リア 名

羅臼湖

現状 のタイプ

B二 ②

理想 のタイ プ

B二 ①

基本的方向性

ロ ー1≠ ・

○ 高出帯の湿原群 を巡 るルー トで、近年利 用者 が増加傾向 にあ る。湿原植 生2を 保護

を最優 先とし、弱 静寂な雰囲気の中で よ り質 の高い トレソキング利用 に よる自然体験

を提供 す る場所 とす る。

○'一 昌 二 、羅 臼湖歩道入 口へ のア クセス手法

と してシャ トルバ ス等の導入等(羅 臼温泉～知床峠～ホロベツ～ウ トロ)と 併せ て専

用停車帯等利用の安全対策〒及び横断道路での違法駐車対策、入 口表示の手法笠轄

一 について右検討 を行 うr播 。

○ 近年 、利用者 が急激 に増加 してお り、今後 当該地 の自然環境や体験の質 に悪影 響 を

及ぼすおそれが あることか ら場・合樹 ま、必要に応じて一定のf利 用ルール」の下でのコン

トロールされた利用のを検討 を行 う指 。また、よ り質の高い 自然体験 を得 るこ とがで

きるガイ ドシステムについても検討 を行 うr梼 。 へ悔/謬 イ争,

○ 羅 臼湖歩道 は、既存施設の破損箇所等の修復及 び沿線の植生保護のためφ 立入紡止ロー

プ鍬櫛 等の維,・管理を行う。

○ シーズンには.的 な巡視を行い、植生の保護 状況等を把握し、必要な対策 を講じる。ま

た、外来種 のを一・入状況のモニタ リング及びその対策等について も検討を行 う醤 。

腱纏
一26一



(3)第Ⅲ 地域(知 西別岳及びその周辺地域)

21

22

盤

エ リア名

知西別岳一帯

その他森林等

現状のタイプ

A

A

書

理想の タイプ

A

A

書

基本的方向性

イニ⊥

イ ー1

柔

○ 知床横断道路沿線から南西 には知西別岳一帯の麟立公園区域が広がり、遠音別岳原生 自

然環境保全地域に接 している。山麓の針広混交林から由腹・山頂部のダケカンバ林、ハイマ

ツ群落まで、広く原生林に覆 われ、利罵施設はなく、春先にはスキー利用がある。

○ 原生的な 自然環境 の保護を最優先とし、原生的な 自然体験を味わえる場所として利用のた

めの新たな施設整備は行わない。

○ 今後は利用実態の把握 に努 め、必要 に応じて一定の「利用ルール 」の下でのコントロール

された利用のを検討を行 うr榛 。
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6利 用の コ ン トロール

多様 な生態系や 自然環境 の保全、適正 な利用環境や安全性 の確保のため、必要 な地域に

おいて、利用の方法 に一定の誘導 あるいは制限(コ ン トロール)を 行 うた めの事項 ・手法

について、関係機 関や団体 と十分に調整を図 りながら検討 を進 める。

なお、 自然ガイ ドの活動 に関 しては、知床 においてエ コツー リズム推進モデル 事業が進

め られてお り、知床エ コツー リズ ム推進 協議会にお いて、本 「中央部地区利用適 正化基本

討画j等 を基に、推進謙画や 実施計画、地域別 ガイ ドライ ン等 を作成 し実施 してい くこと

にな ってい る。従って、ガイ ド引率による利用の適正化 についても検討 を行 う。

7利 用 の心得

「中央部地区」における様 々な利用者 が遵守すべき 「利用の心得」 を以下の項 目に沿っ

て定め、その普及 ・指導 を図る。

なお、 日頃か ら現地で利用者の指導 を行ってい る団体や事業者笠絆 において も自主的

に利 用のルール ・マナー等 の検討 が始 め られ ていることか ら、今後 それ らの関係者 とも連

携 して具体化の検討 を進 める。

(1)共 通事項

(地域及び利用 の形態 にかかわ らず、 「中央部地区jの 利用者全てが守 るべ き事項〉

① 安全管理、 自己責任に関す る事項

② 一般的事項

(2)特 定利用地域 ・形態別事項

(特定の利用地域 ・形態に関 して守 るべ き事項)

(「利用の心得」検討例は別紙参照)

8施 設 整備

「中央部地区」は、良好 な自然景観 と多様 な生態系を適正 に保全 しっつ、利用者 によ り

良い 自然体験を提供 し、 さらに より良い形で後世に引き継 ぐべき地域であるため、環境省

をは じめ とす る関係機 関や 関係者 が国立公園計画に基づ き、保護及び利用のための施設 を

計画的 に整備す るもの とす る。

なお、自然環境の保全に悪影響 を与 えない よ う利用者への指導 ・啓発 を推進す るために、

情報提供、管理運営に関す る以下の施設 の整備 を計画す るもの とする。

(1)拠 点施設

利用の適 正化推進の拠点施設 として、羅 臼側及び斜里側にお いて利用者への情報提

供や事前 レクチ ャーのための施設の整備充実を図る。

例:「 羅 臼温泉地区」、「幌別地区」、「ウ トロ地区」等にお ける機能の整備充実。

(2)拠 点補完機能

i利 用者fへ の情報提供や 的確 な 「利 周ルール」運用 のため、拠点施設 を補完す る

機能 として、必要 に応 じ 「フィール ドハ ウス(捲 導 ・啓発機能 を持っ 「関所(ゲ ー ト)
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【別添 一1】

「自然体験利用 タイ プ」の 分類設定 及 び各 エ リアへ の当 てはめ手順

(1)設 定要 因の抽出 ・整理及び相対評価

自然体験繍 タイブ設定の要因は、地域 の保全 ランクを決定す る 「共通的要 因 ①～⑤」

と自然体験締 タイプを規定す る 「物的環境要醤:⑥ ⑦1「 社会 的環境難:⑧ ⑨j「 管

理環境要歯:⑩ ⑪⑫」が考え られ る。

これ らの欝 各要因につ いて、1～3の 相対評価を設定す る。

共通的要因

保 護 ・ 規 制 計 画

① 国立公園保護計画 ② 国指定鳥獣保護区

特保 ・第1種 特別地域 3 特別保護地区『 3

第2種 特別地域 2 特別 ・鳥獣保護区 2

第3種 特別地域 1 鳥獣保護区 1

③ 世界自然遺産候補地 ④ 森林生態系保護地域

コア地区 3 保存地区 3

コ ア ・パ フア地 区 2 保存 ・保全利用 2

パ フア地 区 1 保全利用地区 1

自然環境

⑤ 景観 ・原始性

多 3

中 2

少 1

要因の組み合わせ

⑤

3

因

+

[

④

3

要

・

[

的

③

3

通

・

[

②

3

共

・

[

①

3

22222

1111 1

(評価点)

保 全 ラ ン ク

15保 全の程度大

4

3

一
2

ー

豆

.
-

1

0

1

1

9

8

7

6

5 保全の程度小

IV

H

1
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(2)「 自然体験利用 タイ プ」の想定設定

各要因の組み合わせ ・程度 によ り、以下の 「自然体験特 用 タイプ」が想 定され る。

表1想 定 される 自然体験利用 タイプ(案)

共 ① ～④ 自然環境保護のた 自然環境保護のた 自然環境保護のた 自然環境保護のた

通 保護 ・規制計画 めの強い規制 めの規制がある めの規制は少ない めの規制は緩い

的 ⑥ 原生的な自然環境 歩道があるが、原
一般利用に供 され 舗装車道があ り、

要 景観 ・原始性 が保たれている 生的な 自然環境が る未舗装車道があ 原始性は低い

因 保たれている るが 自然環境が保

/ たれている

/
ケ 小保全の程度 大 く

保全ランク w 週 皿 1

(評価点) 15～13 12～10 9～7 6～5

.自然 体 験絹 タ タイプA タイプB タイプC タイプD

イブ 21～19 18～!5 14～11 10～7

己 (評価点)

物 ⑥ 自然の改変は無い 自然の改変が多少 自然の改変が一部 自然の改変がある

的 改変の程度 ある ある

藻 ⑦ 非常に困難(人 力 困難(入 力のみ〉 やや困難 容易

境 ア クセス難易度 のみ)

⑧ 低 中 中 高

社 利用密度 利用者間の出会い 利用者間の出会い 利用者 間の出会い 利用者間の出会い

絵 はほ とんどない は少ない はやや多い は多い

～
「

～

的 ⑨ 利用形態 野性的な自然体験 自然ふれあい体験 自然探勝体験 散策 ・周遊体験

＼

i

-

環 (体験 の質) 孤独/自 由/静 寂 自由/静 寂の要素 自由/静 寂の要素 利便性/安 全性

、
境 /自 立/挑 戦/危 あ り より、利便性/安 の 要素が高い

～

～
険の要素あり 全性の要素が高い

、、㌃-」」

⑩ 利用施設/保 護施 利用施設/保 護施 利用施設/保 護施 利用施設/保 護施
1

＼
管 施設整備状況 設はない 設 ともに最小限 設が見 られ る 設が優 占する

畢
環 ⑪ 惰報提供 ごく少 ない 少ない 少ない 多い

境 (注意標識や啓発標

識類)

⑫ 解説 ・ガイド 解説板はない 解説板 は少ない 解説板 がある程度 解説板が多くある

場合によっては自 場所 によっては自 見 られ る 自然解説員による

然解説員の案内が 然解説員による案 自然解説員による 解説がある

出来る 内もできる 案内もできる

*ヒ グマ 対策 ヒグマの行動 を最優先 させ 、場合に 誘 因物除去や追い払い等に より共生

よっては利用を制限する を図る
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【参 考-1】

各 エ リア の位 置付 け

各 エ リア の 「保全 ラ ン ク」 と自然 体験利用 ・タイ プjは 、以 下 の よ うに整 理 され る。

共通的要 因による タイプ設定要因⑥～⑫相対評価合計に よる位置付 け

保全 ランク 評価点 現状の姿* あるべ き姿* 自然体験糊 タイプ

親 しみ のあ る

自然環境A 7

8 8911161923 8911161923 タイプD

王 9

正0

Il 614 614

n 12 712 24 タイプC

13 720

14 重8 25

15 1132025 123121318

皿 16 23 17 タイプB

17

18 41724 4

IV 19

20 タイプA

原生的な自然環境 2正 510152021 510152021

22 22

*赤 ・青数宇はエ リア番号
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【別 添－2】 各地域 の概 要

(1)第Ⅰ 地域(知 床連 山地域)

① 自然環境

植生状況は、山麓部か ら稜線部 にか けて明確 な垂直分布 を示す。

・尾根筋:ハ イマ ツが植生

・高由帯:多 様 な高 山植 生(ハ イマ ツ ・雪 田群落 ・砂礫地植物群落)

・山麓部:針 広混交林(ト ドマ ツ ・ミズナ ラ)、 ダケカンバ(広 葉樹林)

・希少種等:シ レ トコス ミレ、メアカンキンバイ

・山麓部登 山道沿いの岩峰:高 山帯植物(レ リック)

② 利用状況

ア 登山道 を利用 した登 山利用(以 下 「登 山利 用」 とい う。)が 主体。

岩尾別温泉登1!」口～羅 臼岳登山(年 間推定6千 人か ら1万 人、H16:8,900人)、 知

床連 山縦走(年 間推定5百 人か ら1千 人、Hl6:840人)及 びカムイワ ッカ登 山口～

硫黄 山登山(年 間推定5百 人か ら1千 入、H16;580人)の 利 用が多 く、羅紹温泉登

山 口～羅 臼岳登山(年 間推 定4百 人程度 、H16:380人)の 利用頻度 は低 い。

イ 山麓部河州での、釣 り利 用や 沢登 り利用が見 られ る。

ウ 肉麓部森林へ のガイ ド引率に よる入 り込み、早奉 の知床峠か ら羅 臼岳方面 への登

田については情報不足。

③ 公 園計画 等の概要

ア 公 園計画

歩道計画 … 硫黄 山登山線 、羅 臼平 ・知 円別岳線 、羅 臼岳登由線

イ 公 園管理計画

主 として登 山利用 に供す る。

○ グ リー ンワー カー事業等 によ り、関係機 関 と協力 して点検 、補修 、植 生の保護 ・

復元 を行 う。

○登山利用上の危 険防止及び植生保護の為の必要な措置を行 う。

○野営地 の限定 と区域 の明確化(羅 臼平 ・三ツ峰 ・二っ 池 ・銀冷水 ・硫黄 山第一火

口 ・弥三吉水 ・泊場)

④ 保護 ・管理状況

ア 岩尾別温泉－ 羅臼 平

標識設置土壌積 ・水切 り ・ロープ張 り(H4～ 旧特定重点事業)

イ 羅 臼温泉－ 羅臼 平

標識設置(H4～ 旧特 定重点事業)

ウ 岩尾別温泉一縦走路 一硫 黄山登 山口

登 山者指 導 ・ゴ ミ除玄 ・トイ レ揚状況 ・登 由道状況 監視(H13～GW事 業)

エ野営地での ヒグマ対策用 フー ドロ ッカー設置(HlO～H14環 境省)

オ 野営地明確化(羅 臼平 ・三ツ峰)と 標識整備(H12・13北 海道森林管理局保護林

緊急、対策事業)
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(2)第Ⅱ地 域

(ホ ロベ ツ ・知床 五湖 ・カム イ ワ ッカ ・羅 臼湖 ・知 床横 断道路沿 線地 域)

① 自然環境

原生的 な森林、高山植 生(ハ イマ ツ〉、湿性植生(羅 貿湖)、 旧開拓地での森林再生

地 、湖沼景観 、断崖景観 、山岳景観、エ ゾシカ笠嬉 の野生動物観 察、サケ ・マ スの

遡 上等轄 多様 な 自然環壌 を保 っ地域。

② 利用状況

ア一 般観光利 用(知 床五湖:年 間約50万 入、カムイワ ッカ、幌別)

・夏期は特 に利用者 が多 く、知床五湖、カムイ ワッカでは車両の渋滞や利用 の混雑

が生 じる。

イ ガイ ドに よる引率利用(知 床五湖、ホロベ ツ、夜 の 自然観察等)

ウ スキー等 の冬季利用(ホ ロベツ、岩尾別台地上、流氷 の海岸部 、知床峠 、羅 臼湖〉

・岩尾別か ら知床五湖 ・岩尾別温泉へのスキー利用笠鍵 がある程度見 られ る。

・ホ ロベツ～知床峠では、スキー利用が見 られ るが利用者は多 くない。

・羅 臼湖で は、春 先にスキー利用 が見 られ る。(利 用者数 は不詳)

工 幌別川 ・岩尾別川 での河 口部 、特 に幌別州 では収奪的な釣 りが行 われ ている。

オ 横断道路沿線

・自動 車による利 用。 知床峠や連由、北方 四島の視点場で風景鑑賞。

・ポンホロ沼(自 然観察教 育林)で は、 自然観 察利用 が見 られ る他 、ガイ ド引率 あ

り。

カ羅 臼湖歩道

山岳景観 ・湿原景観 の探勝 ・自然観察。年間推 定3千 人程度が利用(H16カ ウンタ

ー調査:5
,501人 、入林簿;3,205人)。 ガイ ド引率 あ り。

キ 羅 臼温泉集懸施設 地区

ビジターセ ンター(年 間利用者数 約8,000人)、 野営場、遊歩道等 が整備 されてい

る。

③ 公園計画等 の概要

ア 公 園計画く利用計画 〉

○ ホ ロベツ(園 地 ・駐車場 ・博 物展示施設 ・野営場〉

知床疎 及び知床 五湖 方面へ の入 り口に当た り、両地域への入 り込み調整機能 を有

す る利用拠点 として各種施設 の計画。

○ 知床五湖(園 地 ・歩道 ・指定湖沼)

玉湖入 口における利用者 の休憩、案内、利便 のための施設 と歩道 の計画。

○ カムイ ワッカ(園 地:硫 黄 山登 山口付近 に小規模 な展望休憩施設 の計画)

○ 岩尾別温泉(宿 舎:探 勝及 び登 由利用者 のための簡易宿泊施設 の計画)

○ 岩尾別(宿 舎:探 勝利用者 のためσ)簡易宿泊施設の計画)

○ 車道(ホ ロベツ ・カムイ ワッカ線 、岩尾別線、 ウ トロ ・羅 翻線)

○ 羅臼温泉集団施設地区
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○ 羅 臼湖線歩道

植 生保護 のため、歩行 区域の限定等必 要な措置 を講ず る。無制限な利用 を防 ぐた

め、入 口標識 の整備は行 わない。

工 半島先端部地区利 用適正化基本計諏

○ 拠点施設:利 用 の適正化推進の拠 点施設 として、利用者へ の情報提供や 事前 レク

チ ャー のた めの機 能の整備充実を図る。

(羅 臼温泉地 区、ホ ロベ ツ地区、 ウ トロ地 区)

④ 保護 ・管理状況

ア ホロベ ツ地区

自然 センター(斜 里町)及 び歩道 ・駐 車場整備(北 海道)笠 鍵 利用拠点施設 の充

実。

イ 知床 五湖

休憩所 ・展 望台(斜 里町〉及び歩道 ・駐車場 ・トイ レ整備(北 海道)笠 絆 利 用拠

点施設 の充実。

ウ 知床五湖 以奥

マイカー規制の実施(Hll年 以降、夏期23ff間 を規制、Hl7年 は70艮 間)

エ ヒグマ対策

知床財団 、斜里町、羅臼町、環境省 に よ り、 ヒグマ 出没地域(ホ ロベ ツ ・カムイ ワ

ッカ ・岩尾霧 ・その他 地区)一 円において誘引物除去、利用者への情報提供 と啓発。

オ 羅臼湖

植 生保護 のための木道 整備(北 海道)。 登 山者 の把握(入 山カ ウンター設置や入林

届ボ ックス設置)。 巡視。

カ知床峠

清掃活動 による清潔 の維持 、移動販売 車の規舗笠絆 。

⑥ 課題 ・問題点

ア 夏期利用の集 中

秘湯 ・秘境イ メージの消失(カ ムイ ワッカ)、 利用快適性 の低 下、車両渋滞(五 湖

・カムイ ワッカ) 、集 中 ・過剰利用対策地(代 替地等)の 欠如。夜の星空や動物観察

プ ログラムの過密化。

イ よ り深 い自然への理解 を得 られ る質 の高い 自然体験機会の提供

山岳や断崖の景観、野生動物 との遭遇、漂生的な森林 、1日開拓地の森林再生 な ど当

該地 区は、様 々な魅力が凝縮 され た地 区である。利 用者 がよ り深い 自然へ の理解や

よ り質の高い 自然体験提供 の推 進。

ウ カ ムイ ワッ カ地区(安 全利用、立売 り、 トイ レ対策)

エ羅 臼湖

歩道利 用者 の増加 。道の拡幅(但 し、今 の ところ湿性植 生への影響 はない)、 入込

み増加 に伴 う帰化植物の侵入懸念。 歩道入 口付近での路傍駐車。

オ 動物へ の餌や り問題(全 域)

カ希少鳥類対策
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(3)第Ⅲ 地域(知 西 別岳 及 びそ の 周辺 地域)

① 自然環 境

ダケカ ンバ林 とハイマ ツ群落 が主体

② 利 用状況

春先 のスキー利用(利 用者数 は不詳)

③ 現 在の公園計画等 の概要

ア 公 園計画

利用 計画はな し。(保 護計 画は特別保護 地区及 び第1種 特別地域)

イ 公園管理計画

一般 の直接利用には供 さない。

④ 保護 ・管理状況

利用施設 ・ルー ト等 が全 くな く、利用者数 も極 めて少 ない。

⑤ 課題 ・問題点

利用 実態 の把握 を進 める。
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る機能 として、必要 に応 じ 「フィール ドハ ウス(指 導 ・啓発機能 を持つ 「関所(ゲ

ー ト)的 施設」)や 「現揚監督員誌所j等 の設 置を計画す る。

④ 保護 ・管理状況

ア 岬方面

岬方面立入 り者 に対 しては、注意喚起標識 がある他 、入林届ボ ックスが設置 ・管

理 されてい る。

イ 道路は管理者(釧 路土木現業所)に よ り、維 持管理が行われている。

⑤ 課題 ・問題 点

ア 半島先端部利用者:立 入 り利用者 に対す る指導 ・啓発手法の確立。

イ 外来植 物の進入:道 路法面や海岸部 にお ける外来植物 の進入に係 わる対策。

ウ 野営地対策:野 営指 定地外での野営(ル サ、相 泊港〉。

エ ヒグマ対策=奉 先の民家付近への ヒグマ 出没。

オ エ ゾシカの増加:交 通事故の発生及び植 生の変化。

カ自動車利用適正化対策:ル サ ・相泊問の道路沿線 における車両による混雑の緩和

キ 景観 ・雰囲気 の悪化:道 路及 び法 面 の 工作 物 や 沿 線 の 漁 業 施設 、広 告 物 等 の

乱 立 。

一46一



識 を高 く持 ち、野生動物の行動 が利用者に よ り変化 しない よ う配慮す る とともに、自

然環境へのインパク トを極力抑制す るよ う配慮すること。

・ 自然 ガイ ド等 によって収益事業 を行 う 「事業者」は、ヨ頃か ら情報 の収集 を行い、

対応す る一般 「利用者jに 対 し、当 「利用の心得」に関す る啓発 ・教育 に心がけ、彼 ら

の行動に責任 を持つ こと。

・ 次 に訪れ る利用者 に当地 区な らではの自然体験が味わえるよ う、利用 の痕跡 を残 さな

い よ うにするこ と。

(自然物への干渉)

・ 外来種は故 慧に持 ち込 まない こと。 また、無意識の持 ち込み を防止す るため、衣服、

靴等 に付着 した種子等の除去 に努 めること。

・ 土石や植物 を採取 した り、傷つ けた りしない こと。

・ 岩石、立木等 に落書 きを しないこ と。

(野生動物への千渉)

・ 動物の撮影や観察 を 目的 として個体、群れ、繁殖地には近づかないこ と。

・ キタキツネ、 ヒグマ、野鳥等絆 野生動物に餌 を与えない こと。

・ 夜 間にライ トによる照射で必要以上に動物 を驚 か した り、追い立て る笠轄 の行為を

行 わない こと。

・ ペ ッ ト類 は原則 と して野外 で同伴 しないこ と。

(植生保護等)

・ 歩道や登山道では、道 を踏み外 さない こと。

(騒音)

・ 騒 いだ り、大 きな音 を出す等 、当地区の静寂な 自然環境 の雰囲気 を壊す よ うな行為は

行 わないこ と。(ヒ グマ対策は除 く)

(ゴ ミの処理)

・ ゴ ミは埋めた り、燃や した りせず全て持 ち帰 ること。 なお、羅 臼町 内においては、持

ち帰 るか観光客専用指定 ごみ袋 を利用 し専 門業者 に渡す こ と。

(そ の他)

・ 海産物の採取や漁業活動 ・施設(コ ンブ干 し、定置網 、番屋施設等)に 立 ち入 る笠な

善漁業活動 に支障を与 える行為を行わないこと。

・ 自然保護官、森林官、巡視員、監視員 など管理者の指導、指示に従 うこと。

(2)地 域別事項

第Ⅰ 地域(知 床連山地域)

(事前準備）

・ 自己の体力 と自然条件等 を勘案 し、事前 に十分検討 した余裕のある 日程の壽画 を立て

ること。

・ 行 き先、 日程等 は家族等 にも知 らせ てお くこと。 また、登i」」や立ち入 りに際 して、関

係機関等へ の手続 きが必要な場合は、事前に済 ませ てお くこと。

・ 万が一の遭難事故の場合 には、地元関係者 に多大な迷惑をか けることにな るこ とを十分

に認識 し、保険契約等の対応 に万全 を期す るこ ととし、事故発生に際 して の対応 策につ
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(そ の他)

・ 目印(デ ポ旗 、テ ー プ等)の 設 置等 は極 力 避 け 、設 置す る場 合 は回収 す る こ と。

・ ル ー ト確保 のた めの ロー プ等 を設 置 す る際 は 回蚊 す るこ と
。

第Ⅱ地 域(ホ ロベツ ・知床五湖 ・カムイワッカ ・羅臼湖 ・知床横断道路沿線地域)

① ホロベ ツ ・岩尾別

(情報収集 等)

・ 利用 に当たっては知床 自然セ ンター等で情報を収集す ること。

(植生保護等)

・ 枝条の刈 り払いは行わないこと。

(釣 り)

・ 渓流では、魚類保護 のため、産卵期での釣 りは控えること。

・ 渓流 での魚類 を釣る際 はキャッチア ン ドリリースするか、 自家消費す る範囲内 とする

こ と。 なお、岩尾別川 では、 自然生態系復 元のためサ ケ ・マ スの放流を しているので釣

りは控 えるかキャッチアン ドリリースの範囲内 とす ること。

・ 河 臼部サ ケ ・マス釣 りに際 しては、資源の保護や 陸 と海 の 自然生態系 に影響 を与えな

い よ う配慮 し、釣 り魚は一人で徒歩によ り持参 して帰還 できる程度以下 とし、魚卵のみ

の採捕採 は行わない こと。

・ 海岸 部や河 口部で釣 った魚或いはその一部を放置 した り、捨てないこ と。

② 知床五湖

(情報収集等)

・ 利用 に当た っては、あ らか じめ知床 自然セ ンター等 でマイカー規制 、 ヒグマ出没 によ

る歩道利用規制の清報等を入手す るよ う努 めるこ と。

・ 自然ガイ ド笠挫 によって収益事業 を行 う 「事業者」は
、日頃か ら情報の収集 を行 い、

対応す る 「一般利用者 」に対 し、当 「利用の心得」に関す る啓発 ・教育に心が け、彼 ら

の行動 に責任 を持つ ことの他、歩道利用規制 の場合で も、許 され た場所での 自然解 説や

利用 の分散に より利用者サー ビスの向上 にな るよ う努めること。

(植生保護等)

・ 木道 が設置 されている揚所では木道上 を歩 くこと
。

・ 湿原笠絆 脆 弱な植生地や展望場所脇の水際植生地への踏み込みは避 けること
。

・ 展望場所 を写真撮影等 のため長時間占拠 しないこと
。

・ ロープや柵が設置 されている場所ではそれ を超えて立ち入 らないこと
。

・ 枝 条の刈 り払いは行 わないこ と。

③ カムイ ワッカ

(情報収集等)

・ マイカー規制の内容や落石 対策等の工事に よる通行止め等 の情報 をあらか じめ把握す

るよ う努 めること。
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(ゴ ミの処理)

・ ゴ ミは持 ち帰 るか、羅 騨 丁指定 の観 光客専用 ごみ袋 を利用 し、専門業者へ渡す こと。

(植生保護等)

湿原笠絆 脆弱な植生地への踏み込みは避 けること。

枝条の刈 り払いは行わない こと。

第Ⅲ 地域(知 西別岳及びその周辺地域)

(基本事項)

・ 当地域 は、道笠絆 の施設 はな く、刻 々と変化す る気象状況や高密度 な ヒグマの生息

笠絆 極 めて厳 しい 自然条件が存 在す る地域 であ り、一般的な利用 に関する安全性や決

適性 は全 く保証 されていない。従 って、 当地域内 に立ち入 る 「利用者」は、これ ら過酷

な条件 に 自らのカだ けで対処で きる極 めて高度な技術 と体力及び糊断力が求 め られ 、全

ての行動 に自己の判断が要求 され 、そ の結果 は全て 自己の責任に委ね られることを十分

に 自覚す るこ と。

(事前準備)

・ 自己の体力、健康状態 と自然条件等 を勘案 し、事隷 十分検討 した余裕 のあ る日程の

計画を立て ること。

(情報収集等〉

・ 立入 に当たっては、羅 臼 ビジターセ ンター塾 静 は知床 自然セ ンターで危険箇所、

残 雪状況等の情報 を収集す ること。

(植生保護等)

・ 湿原、高山植生笠鍵 脆弱な植生地へ の踏み込みは極力避 けること。

・ 枝条の刈 り払いは行わない こと。

(た き火)

・ たき火は行 わないこと
。

(野営)

・ 植生に悪影響 を与 える場所 での野営は行わない こと
。

・ 野営に 当たっては、利用の痕跡 を残 さない ようにす ること。

(その他)

・ 目印(デ ポ旗、テープ等)の 設置等は極力避 け、設置す る場合 は回収す ること。

・ ルー ト確保のためのロープ等 を設置す る際 は回収す ること
。

第Ⅳ 地域(ル サ ～相泊間の道路沿線地域)

(情報収集等)

・ 雪崩、落石に よる通行止め笠な善 の情報 をあらか じめ入手す ること。

(漁業 との軋轢 回避)

・ コンブ漁時期 には干場に立 ち入 らない こと
。

・ 路上に駐車 しない こと。

(植生保護等)

・ 枝 条の刈 り払 いは行わない こ と
。
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